


【国保】 
 

B-1 慢性疼痛疾患管理料 

 

《平成 24 年 1 月 26 日新規》  

《令和元年 8 月 29 日更新》  

《令和 2 年 9 月 8 日更新》 

 

○ 取扱い 

 原則として、単なる下肢痛に対し B001の 17 慢性疼痛疾患管理料の算

定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 慢性疼痛疾患管理料の留意事項通知に「慢性疼痛疾患管理料は、変形性

膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改

善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定

することができる。」とあるが、単なる「下肢痛」だけでは当該管理料は認

められない。 

 

  



【国保】 
 

B-2 特定疾患療養管理料 

 

《平成 25 年 2 月 1 日新規》 

《令和元年 8 月 29 日更新》  

 

○ 取扱い 

 原則として、境界型糖尿病、耐糖能異常に対し特定疾患療養管理料の算

定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 境界型糖尿病は糖尿病の予備軍であり確定疾患ではない。また、糖尿病

の ICD10 コードは E14、耐糖能異常、境界型糖尿病は R730 と異なるこ

とからも糖尿病とは異なるため認められない。 

 

  



【国保】 
 

B-3 生活習慣病管理料 

 

《平成 25 年 2 月 1 日新規》 

《令和元年 8 月 29 日更新》  

 

○ 取扱い 

 原則として、境界型糖尿病、耐糖能異常に対し生活習慣病管理料の算定

は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 境界型糖尿病は糖尿病の予備軍であり確定疾患ではない。また、糖尿病

の ICD10 コードは E14、耐糖能異常、境界型糖尿病は R730 と異なるこ

とからも糖尿病とは異なるため認められない。 

 

  



【国保】 
 

B-4 生活習慣病管理料「脂質異常症を主病とする場合」（高脂血症） 

 

《令和 4 年 9 月 26 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、高脂血症に対し、生活習慣病管理料「脂質異常症を主病と

する場合」の算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 高コレステロール血症、脂質異常症、高脂血症は同義であると解釈され

ている。 

 

  



【国保】 
 

B-5 慢性疼痛疾患管理料の算定について 

 

《令和 6 年 3 月 7 日新規》  

 

○ 取扱い 

1 骨折、脱臼、捻挫に対する初診月の B001「17」慢性疼痛疾患管理料の

算定は、原則として認められない。 

2 筋膜炎に対する B001「17」慢性疼痛疾患管理料の算定は、原則として

認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 B001「17」慢性疼痛疾患管理料については、厚生労働省告示※1に、慢

性疼痛に係る疾患を主病とする患者に対して、療養上必要な指導を行った

場合に算定する旨規定されている。また、厚生労働省通知※2に「変形性膝

関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善

する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定す

ることができる」と示されている。 

 初診月の骨折、脱臼、捻挫は外部要因等による（疼痛を呈する）急性疾

患であり、「慢性疼痛に係る疾患」とは言えない。 

 以上のことから、骨折、脱臼、捻挫に対する初診月の B001「17」慢性

疼痛疾患管理料の算定は原則として認められないと判断した。 

 また、筋膜炎における疼痛は、筋筋膜性腰痛症と同様の発症機序と判断

できることから、当該管理料の算定は原則として認められると判断した。 

 

（※1）診療報酬の算定方法 

（※2）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

 

  



【国保】 
 

B-6 喘息性気管支炎に対する小児特定疾患カウンセリング料の算定につ

いて 

 

《令和 6 年 3 月 7 日新規》  

 

○ 取扱い 

 喘息性気管支炎に対する B001「4」小児特定疾患カウンセリング料の算

定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者は、厚生労働省通知※

に「身体表現性障害（小児心身症を含む。また、喘息や周期性嘔吐症等の

状態が心身症と判断される場合は対象となる。）の患者」と示されている。 

 喘息（気管支喘息）は、アレルギーに起因し、反応性に気道の過敏や狭

窄等をきたす疾患である。 

 一方、喘息性気管支炎は、ウイルスや細菌により気管に炎症が起こる急

性気管支炎の一種であり、身体表現性障害の患者であるとはいえない。 

 以上のことから、喘息性気管支炎に対する B001「4」小児特定疾患カウ

ンセリング料の算定は、原則として認められないと判断した。 

 ただし、心身症と判断される場合はこの限りでない。 

 

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

 

 


